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栗田　隆

8　既判力の主観的範囲（8　既判力の主観的範囲（115条115条））

8.1　相対性の原則8.1　相対性の原則

既判力は訴訟の当事者間で作用し（115条1項1号）、当事者以外の者には及ばないのが原則である。
その根拠は、次の点にある。

私的紛争は、多くの場合に、訴訟当事者間で相対的に解決すれば足り、相対的に解決しても混
乱が生ずることはない。
訴訟に関与しない者に不利な判決を押しつけることはできない。

同一物についてＡ・Ｂ・Ｃがそれぞれ自己の所有権を主張している場合に、Ａ・Ｂ間の訴訟ではＡの
所有権が認められ、Ｂ・Ｃ間の訴訟ではＢの所有権が認められ、Ｃ・Ａ間の訴訟ではＣの所有権が認
められると収拾がつかなくなる。しかし、このようなことは実際上は稀である。また、このような3
者間の紛争を一挙に解決し、判決の矛盾が生じないようにするための制度として、独立当事者参加の
制度が用意されている（47条）。

当事者を異にする矛盾判決の解決手続
同一当事者間で既判力ある判断が矛盾した場合には、後で確定した判決は再審訴訟により取り消され
るべきものとされている（338条1項10号。取り消されるまでは、後で確定した判決の判断が優先す
る）。これに対して当事者を異にする判決に矛盾がある場合については、そのような取消手続は現行
法では用意されていない。しかし、現実問題として、前述のような形で矛盾した判決が出た場合に、
それを放置したのでは、社会生活上著しく不便である。適当な解決手続が用意されるべきであり、解
釈論により補充することにしよう（[栗田*2002d]745頁以下参照）。
（ａ）要件　　3人以上の者の間で論理的に矛盾した2個以上の判決が存在し、既判力の主観的拡張が
ないため、その矛盾を再審の訴えによって除去することができず、かつ、その矛盾判決が存在するこ
とにより当事者間の社会生活に重大な支障が生ずる場合には、矛盾する判決の名宛人全員を当事者と
する矛盾解決のための訴訟の提起が許される。請求は、矛盾解決に適したものであれば、何でもよい
が、前述の例では、ＡがＢ・Ｃを被告に提起する場合には、Ａの所有権確認請求となる。
（ｄ）効果　　判決の矛盾の解消という目的の達成のために必要な範囲で、従前の確定判決の既判力
は制限される。前述の例では、ＣＡ間のＣの所有権を認める判決の既判力は、矛盾解決訴訟には及ば
ない。
（ｃ）手続　　原告適格を有するのは、矛盾判決の各名宛人であり、被告となるのは、矛盾判決の名
宛人のうちで原告以外の者全員である（固有必要的共同訴訟）。矛盾判決の解決に関心を持たない者
は、訴訟手続から離脱（脱退）することができ、これにより訴訟費用の負担から逃れることができ
る。裁判所は、残存当事者の提出する資料に基づいて判決をし、第一審判決またはこれに代わる上訴
審の判決は離脱者（脱退者）を含む全員を名宛人とする。
（ｄ）判決効　　矛盾解決判決の既判力ある判断は、最新の判断として、先行する判決の既判力ある
判断に優先する（これは、矛盾解決判決に抵触する範囲で、先行する判決の既判力は当然に消滅する
ことになると言い換えてよい。いずれにせよ、取消宣言等は必要ない）。判決は、名宛人全員を拘束
する（被告間でも拘束力がある）。
（ｄ）評価（濫用の可能性）　　矛盾解決訴訟が敗訴判決の実質的無効化のために濫用されることが
あってはならないことは言うまでもない。例えば、ＣのＡに対する所有権確認訴訟において、敗訴し
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たＡがＢをダミーの被告にして所有権確認の訴えを提起して勝訴すれば、直ちに矛盾解決訴訟が可能
になると言うのであれば、濫用の可能性が高い。しかし、「要件」の項で述べたように、矛盾解決訴
訟の提起のためには、ＢのＣに対する所有権確認訴訟においてＣが敗訴していることが必要である。
要件をこのように設定しているので、矛盾解決訴訟が濫用される可能性は低いと評価してよいであろ
う。

8.2　既判力の拡張8.2　既判力の拡張

既判力は、紛争解決の実効性を高めるために、当事者以外の一定範囲の者にも拡張される[CL2]。

a. 115条による拡張（115条1項2号－4号）
訴訟担当の場合の被担当者（利益帰属主体）（2号）
既判力の標準時後の承継人（3号）
係争物の所持人（4号）

b. その他の規定による拡張　　個別の法律関係の特性に基づいて個別の規定により判決効が拡張
されている場合がある（例えば、破産債権確定訴訟に関する破産法131条）。

115条が対象とする効力
115条1項にいう判決の効力の中心は、既判力である。しかし、内容的効力のうち執行力の主観的範囲
については、民執法23条に一般規定が、民事保全法62条1項などに特則の規定があるので、狭義の執
行力は115条1項の対象外となる。形成力については、別個の取扱いが必要である（［伊藤*民訴
v4.1］534頁）。

紛争蒸返しの禁止の法理による効力（主張禁止効、提訴禁止効）が当事者に生ずる場合に、この効力
が判決効の及ぶ他の者にも及ぶかが問題になる。この効力は制度的効力ではないので、既判力と比較
すると、その拡張の必要性は高くはなく、また、信義則に基づく効力であるから、個別の事案ごとに
拡張の当否が検討されるべきものである。ただ、一般論として言えば、被担当者（115条1項2号）へ
の拡張は認められやすく（特に任意的訴訟担当の被担当者への拡張は原則的肯定してよく）、承継人
（3号）への拡張には慎重であるべきと言えよう。

115条 2項が仮執行宣言について1項の規定を準用しているが、これは、狭義の執行力ではなく広義の
執行力に関係する[9][10]。

8.3　当事者（8.3　当事者（115条115条1項1号）1項1号）

当事者として訴訟追行の機会を与えられた者には既判力が及ぶ。判決確定前に当事者の死亡等により
訴訟の当然承継があった場合には、承継人を指す。この場合には、訴訟手続の中断後に新当事者が受
継して（124条1項1号）、あるいは訴訟代理人がいるため中断しない場合（124条2項）にはこの者
からの届出により、承継人が判決において当事者として表示されるのが原則であるが、判決に表示さ
れたか否かにかかわらず、承継人が当事者として既判力を受ける（115条1項1号）。上告審係属中に
当然承継があって、その後に上告が棄却された場合も同様である（この当然承継人を3号の承継人と
考える見解もあるが、そのように考えるのは適当ではない）。 

発展問題
原則（二当事者対立構造）　　民事訴訟では、「対立する二当事者間の紛争を相対的に解決すれば足
り、紛争解決のために対立当事者の一方（原告）が請求を提示し、その請求の当否について双方（原
告と被告）が主張と立証をなし、その請求について裁判所が下した判決は対立する二当事者を拘束
し、かつ、当事者のみを拘束する（既判力を有する）」という訴訟構造が採用されている。これを
「二当事者対立構造」という。したがって、115条1項1号にいう「当事者」とは、請求について攻撃
防禦方法を提出し合う原告と被告を指す。例えば、同一の不動産についてＸ・Ｙ・Ｚの三者がそれぞ
れ自己の単独所有権を主張している場合に、ＸがＹとＺとを共同被告にして所有権確認請求の訴えを
提起し、その請求認容判決が確定した場合に、既判力の及ぶ当事者は、ＸＹ間の請求についてＸとＹ
であり、ＸＺ間の請求についてＸとＺである。ＹＺ間には請求が立てられていないので、両者の間で
は、「本件不動産がＸの所有に属することを確認する」との判断は拘束力を有しない。このことを明
確にするために、「本件不動産がＸの所有に属することを確認する」との文言の前に、「原告Ｘと被
告Ｙとの間において、」あるいは「原告Ｘと被告Ｚとの間において、」の文言が付加されることがあ
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る。

独立当事者参加訴訟　　 独立当事者参加訴訟（47条）は、しばしば「三当事者対立訴訟」あるいは
「三面訴訟」といわれるが、この訴訟においても、3者のうちの2者間の請求に関する判決の既判力が
他の1者に及ぶことはなく、その点で、二当事者対立構造が基本的に維持されている。ただ、三者間
で論理的に矛盾のない紛争解決を実現することがこの訴訟の制度目的であるので、必要的共同訴訟に
関する40条1項から3項までの規定が準用され（47条4項）、各当事者は、他人間の請求についても判
断資料を提出することができるとされているにとどまる。

例外（遺産確認訴訟を例にして）　　しかし、法律関係を合一的に確定することが強く要求される固
有必要的共同訴訟においては、判決の既判力は被告間にも及ぶと考えるべきである。例えば、ある財
産が遺産に属するのか共同相続人の一人の固有財産に属するのかが争われている場合の遺産確認訴訟
は、共同相続人全員を当事者とすることが必要な固有必要的共同訴訟と解されている。4人の共同相
続人Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄがいて、ある不動産が遺産に属することをＡが主張し、Ｂがこれを否定して自己
の固有財産であることを主張し、ＣがＡの主張に同調し、ＤがＢの主張に同調する場合に、遺産確認
訴訟を提起するＡは、ＢのみならずＤを被告にしなければならず、さらに、Ｃが共同提訴を拒むとき
には、Ｃも被告にしなければならない。Ａの請求を認容する判決の既判力は、原告であるＡと被告
Ｂ・Ｃ・Ｄとの間に及ぶのみならず、被告相互間にも及ぶと解さなければならない（そうしないと、
法律関係の合一的確定という目的が達せられない。したがって、請求を認容する判決主文において、
「原告と被告らとの間において、」といった文言を付す必要はなく、また、付すべきではない。）。
この点を滑らかに説明するためには、原告1人と3人の被告との間に3つの請求があると考えるより
も、Ａが提示した一つの請求について、ＡＢＣＤの4人が当事者になっていると構成するのがよい。

境界確定訴訟の場合　　同様に、境界確定が必要な隣接地の一方がＡとＢの共有に属し、他方がＣの
所有に属してい場合に、Ｂが共同提訴に応じなければ、ＡはＣとＢを被告にして境界確定訴訟を提起
することができる。その訴訟で下された判決の既判力は、被告ＢＣ間にも及ぶとしなければならな
い。前記の場合に、ＡとＢが共同原告になってＣを被告にして提起した境界確定訴訟の判決の既判力
がＡＢ間にも及ぶと考える必要性はそれほど高くない。しかし、既判力がＡＢ間にも及ぶとすること
に支障があるとも思われない。法律関係の合一的確定のために、この判決の既判力はＡＢ間にも及ぶ
と考えておく方がよい。

8.4　訴訟担当（8.4　訴訟担当（115条115条1項2号）1項2号）

任意的訴訟担当における本人への拡張
任意的訴訟担当の場合の既判力拡張の根拠は、被担当者が担当者に訴訟追行を授権したことである。
訴訟に勝訴することを条件に訴訟追行を授権することは許されず、担当者の勝訴・敗訴にかかわら
ず、既判力は被担当者に拡張される。

法定訴訟担当における本人への拡張
法定訴訟担当の場合に、判決の効力をどのように及ぼすべきかについては、見解が分かれる。 
（ａ）破産管財人による破産財団に関する訴訟（破産法80条）や、後見人あるいは後見監督人が成年
被後見人のために追行する離婚訴訟（人訴14条）の場合などには、判決効を被担当者に全面的に及ぼ
すことを正当化する十分な根拠がある。

破産管財人が当事者となる破産財団に関する訴訟（破産法80条）　　破産財団に属する財産に
関する訴訟について言えば、財団所属財産は破産債権の満足に充てられるべき財産であり、そ
の管理処分権が破産管財人に全面的に与えられているから（破産法78条1項に注意）、破産管
財人が敗訴した場合でもその効力を破産者に及ぼしてよい。
後見人等による離婚訴訟においては、本人が訴訟行為をすることができず、後見人等による訴
訟追行の結果を及ぼさざるを得ないことが根拠となる。
株主による会社役員に対する責任追及等の訴え（会社法847条以下）にあっては、次のような
安全装置が施されており、それが既判力の拡張を根拠づける：会社に対する提訴請求（会社法
847条1項・3項）、提訴後の訴訟告知と会社による公告・通知（同849条4項・5項）、詐害
訴訟の場合における会社・当事者とならなかった株主による再審の訴え（同853条） 。また、
被告となる者が何度も応訴する負担を負わないようにする必要性がある（他の株主からの再度
の代表訴訟を防ぐためには、既判力を会社に及ぶとしておくことが必要である）。
福祉型信託における信託監督人が信託法92条9号等の権利を行使する訴訟　　信託監督人は、
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受益者が高齢であるために受託者を監視・監督することが困難であるような場合に選任され、
「受益者のために自己の名をもって」92条各号（一部除外あり）所定の権利に関する「一切の
裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」（132条1項）。信託監督人が選任されている
場合でも、受益者もこれらの権利を行使することができるので、信託監督人が受けた敗訴判決
の効力を受益者に及ぼしてよいかが、他の場合に比較して強く問題となる。判断能力の低い受
益者の保護の視点からすれば、敗訴判決の効力は及ばないとするのがよいことは言うまでもな
い。しかし、受益者自身の権利行使はもともとあまり期待できないこと、受託者が二重応訴の
負担を負うことがないようにすべきことを考慮すると、判決効を及ぼしてよいであろう。
海難救助料に関する訴訟（商法803条2項・3項）について被救助船の船長は救助料債務者のた
めに、救助船の船長は救助料債権者（救助船の所有者及び海員に限る）のために、当事者とな
ることができる。「債権者にとって救助料を回収するための手続を明確かつ容易にすることに
より、救助を促進する」 ためである（『一問一答・平成30年商法改正』（商事法務、2018
年）148頁）。訴訟担当資格のみならず、法令による訴訟代理権（商法803条1項・3項）も与
えているという徹底ぶりである。

（ｂ）次のような訴訟については、これを訴訟担当ととらえるべきか、訴訟担当ととらえた場合に、
判決の効力をどのような条件の下で被担当者に及ぼすべきか、あるいはどの範囲で及ぼすべきかにつ
いて、争いがある。

債権者が債権者代位権（民法423条）に基づき債務者の第三債務者に対する債権について訴訟
を追行する場合
差押債権者が債務者の第三債務者に対する債権について取立訴訟を追行する場合（民執法155
条・157条）
債権質権者の取立訴訟（民法367条）

債権者代位訴訟を例にして
代位訴訟を例にして言えば、債権者が追行した訴訟における敗訴判決の効力を本人に及ぼすことを妨
げる次のような事情がある。

代位債権者は、債務者のために訴訟をしているというより、自己の債権の実現のために訴訟を
しているのである。（担当者のための訴訟担当）
代位債権者は、実体法上、取立権限は認められているが、代位の目的債権を放棄する権限まで
は有しない。
代位債権者が敗訴しても、彼が受ける不利益は当該債権から満足を得ることができないことに
とどまる。彼が受ける不利益と、債権を失うことになる債務者の不利益とを比較すると、後者
の不利益の方が格段に大きい。
代位債権者は、第一審で敗訴した場合に、訴訟追行により得られる利益の見込みと不利益（訴
訟追行の負担等）の見込みとを考慮して控訴を提起しないことがある。このように代位債権者
が全力を出して訴訟追行したとは言い難い場合に、請求棄却判決の効力を債務者に押しつける
のは、適当ではない。

他方で、判決の効力を本人に拡張することを求める次のような要請もある。

代位訴訟の相手方が勝訴した場合に、債務者（被代位債権の債権者）からの訴えにも応訴しな
ければならないという二重の訴訟負担を相手方に負わせるのは好ましくない。
代位債権者がその訴訟追行の不手際により敗訴した場合（例えば、被代位債務者に訴訟告知を
しなかったために、彼の手許にある資料を利用しえなかった場合）には、被代位債務者は代位
債権者に対し代位の目的債権を行使し得なくなることから生ずる損害の賠償を請求することが
できるとすることにより、既判力拡張による不利益から彼を救済することができる（彼は、被
保全債権を賠償請求権との相殺により消滅させることもできる）。

そのため、被担当者に敗訴の結果を及ぼすべきか否かについて、見解が対立している。大まかに言え
ば、次のようになる。

A. 全面的拡張説　　代位訴訟も通常の訴訟担当であり、判決効は被担当者に全面的に及ぶ。判例
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Ａ──（α債権）─→Ｂ──（β債権）─→Ｃ

はこの立場である（大審院 昭和１５年３月１５日 第５民事部 判決（昭和１４年（オ）第１２
３号））。現在のところ、学説の多数説と見てよい。

B. 勝訴判決拡張説　　担当者の勝訴の場合にのみ被担当者に及ぶ[12]。
C. 条件付拡張説（１）　　代位訴訟が担当者のための訴訟担当であることを強調した上で、被担
当者に参加の機会を与えることを条件に、既判力は被担当者に及ぶとする。被担当者に参加の
機会を与える負担を誰に負わせるかについては、担当者と相手方の2つの選択肢があるが、担
当者がこの措置（53条の訴訟告知など）をなすことを原則とすべきである。担当者がこの措置
をとることにより初めて彼の訴訟担当資格が根拠づけられ、それをしないと訴えは却下され
る。[19]

D. 否定説　　代位訴訟は固有適格に基づく訴訟追行であり、訴訟担当ではない。
E. 条件付拡張説（２）　　否定説が基本的に正当である。ただし、民執法157条の参加命令の制
度の類推適用などにより、相手方は、被担当者に訴訟参加の機会を与えれば、判決の効力を被
担当者に拡張させることができるとすべきである。

全面的拡張説に従っても、担当者と自称する者と相手方との間の訴訟において、自称担当者が担当資
格を有しなかったことが判明すれば、訴えは却下される。訴えが却下されることなく本案判決が下さ
れた場合でも、後に被担当者と相手方との訴訟において自称担当者が実際には担当資格を有していな
かったことが判明すれば、自称担当者が追行した訴訟の本案判決の効力は被担当者には及ばない。相
手方は、そのリスクを軽減するために、被担当者に訴訟告知をすべきである。

Ｘが次のような実体関係を主張して、Ｙに対して債権者代位訴訟（β債権取立訴訟）を提起し
た。裁判所により、α債権は存在するがβ債権は存在しないと判断され、請求棄却判決が確定した。
その後に、ＺがＹに対してβ債権の取立訴訟を提起した。この訴訟の裁判所は、ＸＹ間の訴訟の口頭
弁論終結当時にα債権は存在していなかったと判断し、かつ、β債権は現存するとの判断に達した。
裁判所はどのような判決をすべきか。代位債権者の法的地位について判例の立場を前提して、考えな
さい。

Ｘ──（α債権）─→Ｚ──（β債権）─→Ｙ

注意　今しばらく、全面拡張説を前提にしよう。Ｂ
（被代位者）の債権者であるＡ（代位債権者）がＢの
債務者であるＣ（第三債務者）を被告にして、ＢのＣに対するβ債権（6金額00万円）の取立訴訟
（債権者代位訴訟）を提起したとする（右の図参照）。この訴訟におけるＡ勝訴の確定判決は、β債
権が存在するとの判断にも既判力が生ずる（一般にそのように考えられている）。同判決確定後にＢ
がＡに弁済をし、時効中断のために再度Ｃに対してβ債権取立訴訟を提起したとする。今、利息や遅
延損害金を無視していえば、前訴の請求の趣旨は、通常「被告（Ｃ）は、原告（Ａ）に対して金600
万円を支払え、との判決を求める」であり、後訴の請求の趣旨は、「被告（Ｃ）は、原告（Ｂ）に対
して金600万円を支払え、との判決を求める」であり、請求の趣旨は支払先が異なる限度で異なる。
その違いにあるにもかかわらず、前訴の訴訟物についてなされた既判力ある判断（β債権が存在する
との判断）は、後訴の裁判所がその訴訟物について判断する際に、拘束力を有するのであるから、請
求の趣旨の前記の相異は訴訟物の相異をもたらさないと説明する必要がある。さらに進んで言えば、
前訴においてＡが当事者適格を有することは、訴訟物の特定要素にならないことになる。なお、一般
論として、原告が当事者適格を有すること（訴訟追行権を有すること）は、訴状の必要的記載事項に
含まれるかという問題があるが、請求欄の当事者欄の記載事項と考えるべきであろう[25]。

発展的問題（1）　詐害行為取消訴訟
詐害行為取消権（民法424条）は、債権者代位権とともに、債務者の責任財産を保全するために債権
者に与えられた権利であるが、権利の内容は異なる、債権者代位にあっては、債権者は債務者が有す
る権利を行使するのであるが、詐害行為取消しにあっては、債権者は債務者が有しない権利を行使す
る。複数の債権者が詐害行為取消権を行使する場合に、各債権者の行使する取消権の関係をどのよう
にするかについては、少なくとも立法論としては、さまざまな可能性がある。例えば、（α）詐害行
為がなされた当時の債権者らに１つの取消権が与えられ、最初にそれを行使する者が全債権者のため
にそれを行使すると構成することも可能である（ただし、債権者が金銭の給付を求める場合（価額賠
償を求める場合や、債務者による金銭給付を取り消す場合）には、各債権者の債権額の範囲で取消請
求することになるので、一部行使になる）。他方で、（β）債権者取消権は、各債権者に固有に認め
られた権利であるとすることも可能である。

これらの法律構成の違いは、取消訴訟における請求棄却判決の効果が他の債権者に及ぶかの問題につ
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いても違いをもたらそう。すなわち、前者の構成をとれば、既判力は他の債権者にも及び、後者の構
成をとれば、及ばない。現行法の解釈として、（α）の構成も否定し得ないが、しかし、一般には、
（β）の構成によっているものと思われ、この講義もこれを前提にすることにしよう。

したがって、受益者は、詐害行為当時の債権者の数だけの取消訴訟にさらされることになり、全部の
取消訴訟に勝訴しないと自己が得た利益を確保できず、各債権者は自らが提起した取消訴訟において
敗訴しても、他の債権者が勝訴すれば、受益者から債務者に返還された財産（特に不動産）から配当
を得ることができることになる。

受益者の負担軽減のために、１人の債権者から取消訴訟が提起された場合に、他の債権者をその訴訟
に引き込む道が開かれていることが好ましいとも思われるが、現行法では、その手だては用意されて
いない。そもそも、詐害行為当時の債権者全員を把握することは困難であるので、立法論としても、
受益者勝訴判決の効力を全債権者に及ぼすために全員を１つの取消訴訟に引き入れる道を開くことは
困難であり、知れている債権者に取消訴訟の係属を通知して判決効拡張の道を開くことにとどまろ
う。

発展的問題（２）　担保信託
信託法は、担保権のみの信託（Security trust）を認めている（同法3条1号・2号中「担保権の設
定」・55条参照）。この信託がなされた場合には、担保権は受託者に属するが、被担保債権は受益者
に属するという形で、担保権と被担保債権の帰属者の分離が生ずる。この場合には、「担保権の実行
の申立て、売却代金の配当又は弁済金の交付を受ける」者は、受託者であるとされている（信託法55
条）。（α）配当異議の訴えの当事者となる者は誰であるかは、明示されているとは言い難いが、こ
の信託が行われる場合の１つとして、被担保債権が転々譲渡される場合が想定されているのであるか
ら、担保権者である受託者が配当異議の当事者となるのでなければ、この信託の目的は十分に達せら
れないであろう。すなわち、「配当・・・を受けること」の中には、配当異議を述べ、配当異議訴訟
において原告又は被告となることも含まれている解すべきである。そして、その配当異議訴訟の中
で、被担保債権の存否が争われ、判決理由中で判断され、その結果が配当表の変更を命ずる判決や異
議を棄却する判決に結実し、その判決に基づく配当結果を不当利得返還請求により争うことは、この
判決の既判力により許されない。その既判力は受益者にも及ぶとしなければならない。その既判力の
拡張は、民訴法115条1項2号に基づくものと説明すべきであろう。もっとも、被担保債権の消滅時期
に関し、「受託者が受領した配当または弁済金を受益者に現実に交付してはじめて消滅することにな
る」とする見解（［寺本*2007a］192頁）もる。この見解は、受託者による担保権行使が受益者の有
する被担保債権に及ぼす影響を最小限度にとどめようとする見解と見ることができる。したがって、
この見解は、前記の既判力拡張には消極的であると予想される。他方、（β）抵当不動産所有者兼債
務者が配当異議請求に被担保債務不存在確認請求を併合する場合に、債務不存在確認請求の被告にな
るべきものは、抵当権者（受託者）か債権者かの問題が生ずるが、この請求は、配当問題の解決に必
要不可欠というわけではないので、債権者（抵当権信託の受益者）としてよいであろう。

8.5　口頭弁論終結後の承継人（8.5　口頭弁論終結後の承継人（115条115条1項3号）1項3号）

［中野*1994a10］＝中野貞一郎「弁論終結後の承継人－－いわゆる実質説・形式説の対立の意味」
『民事訴訟法の論点1』（判例タイムズ社）213頁－242頁、『民事訴訟・執行法の世界』（信山社、
2016年）181頁－202頁
［池田*2013a］＝池田愛「ドイツにおける既判力の拡張と承継人について──日本における「口頭弁
論終結後の承継人」論への示唆を求めて──」同志社法学65巻4号（365号）（2013年）111頁－
199頁
［池田*2015a］＝池田愛「口頭弁論終結後における「承継の要件」に関する一試論──既判力の拡張
根拠との結合を目的として──」同志社法学66巻5号（372号）（2015年）129頁－233頁
［長谷部*2017c］＝長谷部由起子「口頭弁論終結後の承継人の訴訟上の地位」『上野古稀祝賀・現代
民事手続の法理』（弘文堂、2017年4月）371頁－387頁
［笠井*2016a］＝ 笠井正俊「口頭弁論終結後の承継人に対して判決効が作用する場面について」
『民事手続法制の展開と手続原則（松本博之先生古稀祝賀記念論文集）』（弘文堂、2016年4月30日
初版1刷）557頁－570頁

特定承継人への判決効拡張の根拠
必要性　　民事訴訟法は、紛争解決の実効性を確保し、勝訴当事者の手続的利益（費用と労力を払っ
て勝訴判決を得たという利益）を保護するために、確定判決の効力を既判力の標準時である事実審の
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　｜この段階で特定承継があった場合には、
　｜49条以下の問題となり、
　｜115条1項3号は適用されない。
　｜
事実審の口頭弁論の終結（既判力の標準時）

口頭弁論終結後の承継人（既判力の及ぶ当事者又は被担当者からの承継人）に拡張することにした
（115条1項3号）。承継人への拡張が必要になる場合として、例えば、次の場合がある。

給付判決を得た原告は、自己の給付請求権を給付判決によって強化された権利としてより高い
価格で第三者に売却することに利益を有する。そのためには、判決の効力が自己の承継人にも
及ぶとする必要がある。
不動産の明渡請求訴訟において原告が勝訴したが、被告がその不動産を第三者に賃貸し、占有
を移転した。原告が第三者を相手に再度訴訟をしなければならないのでは、勝訴判決を得た原
告の手続的利益が害され、また、訴訟による紛争解決の実効性が確保できない。判決の効力が
相手方の承継人にも及ぶとする必要がある。

許容性　　例えば、建物所有者Ｘが建物占有者Ｙに対して建物明渡請求の訴えを提起したところ、Ｙ
の借家権の抗弁が認められて、請求を棄却する判決が確定したとしよう。この建物をＸから購入した
Ｚは、前訴の口頭弁論終結時にＹが建物明渡義務を負っていないとの判断に拘束される（その義務が
存在することを主張するために、前訴の口頭弁論終結時にＹの借家権が存在していなかったと主張す
ることは許されない）。この拘束は、Ｚに不利益である。その不利益をＺに押しつけることはなぜ許
されるのかを考えてみよう。それは、次のように説明することができる[1]。

a. Ｚは、Ｘから権利を承継するに当たって、目的物の権利関係を十分に調査すべきである。調査
の結果、Ｙに対する明渡請求を棄却する判決が存在することを知りながら建物を購入したので
あれば、その判決に拘束されるという不利益を甘受すべきである。調査したにもかかわらず、
それを知ることができなかったというのであれば、調査不十分というべきである。調査不十分
の結果自己に生じた不利益を、ＸＺ間の承継に関与できないＹに押しつけることは許されな
い。

b. Ｚは、調査に際して、建物の権利関係に関する十分な情報をＸに求めることができる地位にあ
る。もし、ＺがＸから十分な情報を提供されないまま購入したのであれば、ＺはＸに裏切られ
たことになる。Ｚは、信頼を裏切ったＸに対して賠償を求めるべきであり、Ｘの相手方である
Ｙに不利益を押しつけることは、許されない（類似の議論は、民法192条の根拠としても出さ
れる[20]）。訴訟の当事者とその承継人との間には、多くの場合に、こうした意味での信頼関
係がある。

根拠が妥当しない場合　　以上のような既判力拡張の根拠が妥当しない場合には、既判力の拡張は制
限されるべきである。

単純な例を挙げよう。許容性の説明のために挙げた設例において、ＺがＸから建物を買い受け
るに際して、Ｘから「Ｙの賃借権は消滅している」と聞かされたため、Ｙにも問い合わせたと
ころ、Ｙが「賃借権の存否について争いがあるが、まだ訴訟になっていないし、判決も出され
ていない」と虚偽の回答をしたとしよう。この場合には、Ｙの利益を保護するためにＹ勝訴の
前訴判決の既判力をＺに拡張する必要性は乏しい。 この場合には、Ｙが前訴判決の既判力あ
る判断をＺに対して援用することは信義則上許されないと説明することでよいであろう。
決断に迷う例を挙げよう。（α）ＸのＹに対する貸金請求を認容する判決が確定した後で、Ｚ
がＹの保証人になった。Ｚが前訴の口頭弁論終結時に主債務は存在していなかったことを主張
して保証債務を争うことは許されるか。この場合には、Ｚへの既判力拡張を許容する事情は存
在するが、拡張を必要とする事情を欠いている。Ｚが保証人になったことによりＸの法的地位
が悪化することはないからである。これを一般化して、保証人はいかなる意味でも主債務者の
承継人ではなく、既判力は保証人に拡張されないとする見解が有力である。保証人と類似の立
場にたつ重畳的債務引受人についても同様である。では、（β）Ｚが保証人になることを考慮
して、ＸがＹの不動産に設定されていた抵当権を放棄した場合はどうか。もし後者の場合に、
Ｚに既判力が及ぶことを肯定するのであれば、（α）の場合について「保証人はいかなる意味
でも債務者の承継人ではない」との理由付けを変更する必要が生じよう。

特定承継人の範囲（１）──基本的問題
（ａ）判決効（既判力）は、 事実審の口頭弁論終結後
の承継人にのみ拡張される[22]。 口頭弁論終結前に承
継があった場合には、訴訟に参加し（49条・51条）、
あるいは訴訟を引き受けさせ、当事者として判決の効力
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事実審の口頭弁論の終結（既判力の標準時）
　｜
　｜この段階で特定承継があった場合には、
　↓115条1項3号が適用される。

Ｙ←（建物収去・土地明渡請求）─Ｘ
｜
｜口頭弁論終結前に建物を譲渡し、
｜口頭弁論終結後に所有権移転登記を
｜経由した。
↓
Ｚ

を受けるようにすべきである（50条・51条）。

（ｂ）承継の時点 　　 承継の時点は、できるだけ外部の者、特に訴訟の相手方当事者から認識可能
になる時点とすべきである。そうでなければ、被承継人を相手に無駄な訴訟をする危険を相手方当事
者に押し付けることになり、不当である。対抗要件の具備を必要とする権利については、対抗要件具
備の時を承継の時期とすべきである。下の図のＺは口頭弁論終結後の承継人にあたる。 
　しかし、権利取得を第三者に対抗するために対抗要件が必要
な財産でも、対抗要件の具備を要しない権利変動もあるので、
注意が必要である。例えば、Ｘの不動産についてＸの意思に基
づかない偽造文書によりＸからＹへ所有権移転登記がなされた
と主張して、ＸがＹに対して所有権移転登記抹消請求の訴えを
提起し、その訴訟の係属中にＸとＺとの間でその不動産につい
て売買がなされ、Ｘの主張する所有権がＺに移転した場合に
は、承継の時期は、Ｘ・Ｚ間における所有権移転時期となる。

（ｃ）形式説と実質説　　承継人が独自の抗弁を主張することができる場合の説明については、次の
2つの可能性がある（既判力に関する限り、説明の差異であり、結論に差異が生ずることはない）。
　　（所有権に基づく）　勝訴
Ｙ←──（引渡請求）──Ｘ
売主　　　　　　　　　第1買主 
｜
｜譲渡＋所有権移転登記
▽
Ｚ・第2買主

ＸのＹに対する請求認容判決が確定した。その事実の口頭弁論終
結後にＺがＹ係争不動産を買い受けて所有権移転登記を得た。Ｚ
が悪意者（ないし背信的悪意者）に該当しない限り、Ｘからの明
渡請求を拒むことができるとの結論は動かない。問題は、115条1
項3号との関係でそれをどのように説明するかである。

A. 実質説　　ＺはＸに対して所有権を主張できるから、Ｙの承継人ではない。
B. 形式説　　ＺはＹの承継人であり、ＹがＸに対して明渡義務を負っているとの判断及びＸのＺ
に対する明渡請求権の主張を既判力の標準時前の事由で争うことはできない。しかし、自分が
Ｘより先に対抗要件を得たという独自の抗弁を提出できる。

形式説と実質説の差異
拡張の基準 拡張される既判力の作用

実質説

承継人が相手方に対
して判決に表示され
ている義務ないし類
似義務を負っている
こと（または、権利
を有していること）

被承継人の地位も前訴判決の既判力によって確定される。

形式説 承継の事実のみ

被承継人とその相手方の間の法律関係に関する既判力ある判断は、承
継人との関係でも尊重されるべきである。承継人は、その判断を前訴
の口頭弁論終結前の事由で争うことができない。しかし、その判断あ
るいはそれを前提とする相手方の自己に対する法律関係の主張を前訴
の口頭弁論終結後の事由あるいは被承継人が提出することのできない
事由などで争うことはできる。

学説の多くは形式説である[18]。判例は実質説であると評価されることもあるが[8]、最近では、その
ような評価は適切でないとする見解が多い。

特定承継人への既判力拡張の意味
（ａ）貸金返還請求を認容する確定判決の口頭弁論終結後に当該貸金債権が譲渡される場合のよう
に、訴訟物たる権利関係自体が承継される場合については、既判力の拡張は、まず、（α）当該債権
が存在するとの既判力ある判断が承継人と相手方との間でも拘束力を有することを意味する。そこか
ら、（β）相手方は、承継人との関係でも、当該債権の存在を既判力の標準時前の事由で争うことを
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禁止される（遮断される）ということがストレートに導かれる。

Ｘ・Ｙ間で所有権の帰属について争いのある土地について、ＸのＹに対する所有権確認請求を棄却す
る判決の口頭弁論終結後にＺがＹからその土地を承継した場合にも、「当該土地についてＸは所有権
を有しない」との判断に既判力が生じ、その判断の拘束力がＸ・Ｚ間に拡張される。したがって、Ｘ
は、Ｚとの関係でも、その判断を既判力の標準時前の事由で争うことを禁止される（遮断される）と
いうことが直に導かれる。

（ｂ）しかし、既判力の拡張が上記のような場合にとどまらず、いわゆる紛争主体たる地位の移転の
場合にも肯定されるようになると、既判力拡張の意味の説明には工夫が必要になる。例えば、土地所
有者Ｘが地上建物の所有者Ｙに対して建物収去土地明渡請求の訴えを提起し、その認容判決が確定
し、その後にＺが、建物とともに敷地の借地権を取得するつもりで、建物をＹから取得した場合を考
えてみよう。この場合に、ＺのＹに対する建物収去土地明渡義務は、Ｙから承継されたものではな
く、Ｚが建物所有者になったことにより、Ｘに対して原始的に負うのであると説明される。それは、
ＸのＹに対する請求権とＸのＺに対する請求権とは別個のものであることを意味する。したがって、
既判力がＺに拡張されるとしても、Ｚは「ＸがＹに対して請求権を有する」との判断を争うことはで
きないが、「ＸがＺに対して請求権を有する」との判断はまだなされていないのであるから、その判
断に既判力は生ぜず、まして、その既判力がＺに拡張されることもないことになり、さらに、ＸのＹ
に対する請求権との関係では、ＺはＸの土地所有権を争うことやＹの借地権の存在を主張することは
遮断されるが、そのことから、ＸのＺに対する請求権との関係でも同様な遮断効が生ずること当然に
は帰結されない、との議論も可能である。ここで見解の対立が生ずる（対立状況につき［長谷部
*2017c］372頁以下参照。なお、同論文は、「遮断効」に代えて「失権効」の語を用いる）。一つ
は、（Ａ）Ｘの法的地位の安定のために判決効を拡張すべきであるとの出発点の命題を貫徹するため
に、ＸのＺに対する建物収去土地明渡請求との関係でも、前記の事項について遮断効を肯定する立場
である（拡張肯定説）。もう一つは、（Ｂ）それを根拠付ける実定的根拠がないことを理由に、遮断
効の拡張を諦める立場である（拡張否定説）。否定説は、前訴の当事者は、承継人への既判力の拡張
が認められる所有権確認や賃借権の存否の確認の訴えを提起しておくべきであるとする。

拡張肯定説が多数説であるが、ただ、その根拠・要件・効果（遮断される事項の範囲）について、見
解は分かれている。例えば、

A. ［長谷部*2017c］は、（α）建物収去土地明渡請求の認容判決の口頭弁論終結後に被告が建
物を譲渡した場合を取り上げて、次のように説く：失権効拡張の根拠は、被承継人が訴訟物た
る権利関係を真剣に争ったこと（攻撃防御が尽くされた上でなされた裁判所の判断の内容的正
当性の高さ）に求めることができる；その根拠は、被告（被承継人）が賃借権の存在を主張し
て、その点について熱心に訴訟追行しつつ、原告の土地所有権について自白した場合に、その
自白された事項についても妥当する（381頁－382頁）；しかし、被承継人が訴訟追行に不熱
心であり、彼が期日に出頭しないため自白が擬制された場合について妥当せず、この場合の失
権効を承継人に及ぼすことは正当化されない（382頁）。さらに、（β）建物収去土地明渡請
求を被告の土地賃借権の抗弁により棄却する判決の口頭弁論終結後に原告が土地を譲渡した場
合を取り上げて、次のように説く：前訴で被告の賃借権の存否が争点になり裁判所が実質的に
判断したのであれば、承継人がその判断を争うことは許されない（失権効が承継人にも及
ぶ）；しかし、原告が被告の賃借権を争わなかったために請求が棄却された場合にまで失権効
を承継人に及ぼすことはできない（383頁）。

B. ［笠井*2016a］は、（α）ＸのＹに対する建物収去土地明渡請求を認容する判決の口頭弁論
終結後にＹが建物をＺに譲渡し、その後にＸが承継執行文を得て強制執行の申立てをし、これ
に対してＺが請求異議の訴えを提起する場合を取り上げ、次のように説く：ＸのＹに対する建
物収去土地明渡請求権が存在したとの判断の既判力はＺに対して拡張され、Ｚは、その判断を
覆すことになるＹの賃借権が口頭弁論終結時に存在していたと主張することを禁じられ、Ｚの
請求異議は棄却される；同様に、原告が前訴口頭弁論終結後に土地をＷに譲渡し、Ｗが承継執
行文を得て被告Ｙに対して強制執行を申立て、これに対してＹが請求異議の訴えを提起する場
合にも、ＸのＹに対する建物収去土地明渡請求権が存在したとの判断の既判力はＷに拡張さ
れ、Ｙは、その判断を覆すことになるＹの賃借権が口頭弁論終結時に存在していたとの主張を
Ｗに対してすることを禁じられ、Ｙの請求異議は棄却される（566頁－567頁）。しかし、
（β）ＸがＺに対して建物収去土地明渡請求の訴えを提起することが仮に許されるとすると、
拡張否定説が説くように、次のような問題が生ずる：Ｙの賃借権が口頭弁論終結時に存在しな
いとの判断は、前訴の理由中の判断にすぎず、これに既判力が生ずることはない。そして、前
訴におけるＸのＹに対する請求と後訴におけるＸのＺに対する請求とは請求原因を異にし、別
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個の訴訟物であるから、後訴においてＺがＹから譲り受けた賃借権を主張することは前訴判決
の既判力により遮断されることを根拠付けるこは、簡単にはできない（559頁）。そして、
（δ）そもそも、Ｘは、Ｙに対する債務名義を利用してＺに対して承継執行をすることができ
るのであるから、ＸがＺに対して提起する建物収去土地明渡の訴えには訴えの利益はないと考
えるべきであり、そのように考えれば、前記（β）の問題も検討の必要がなくなる（568
頁）。　この見解は、（β）において否定説に惹かれ、（α）において請求異議の訴えの中で
遮断効の拡張を認めるべきであるとしている点で、折衷説に分類することもできるが、この講
義では、ひとまず肯定説に含めておこう。

いずれの立場をとるべきであろうか。前記の例でＸが勝訴判決を得ている場合には、彼の法的地位は
執行力の拡張によりかなり保護されるので、遮断効を拡張する必要性は、必ずしも高くない。しか
し、Ｙ勝訴の場合（例えばＹの借地権が肯定されて請求が棄却された場合）には、執行力の拡張は問
題にならず、勝訴判決を得たＹ及びその承継人であるＺの利益を保護は、遮断効の拡張によってのみ
実現されることなる。したがって、判決により自己の法的地位の安定を得た者の保護のために、拡張
肯定説を採るべきである。遮断効が拡張されるということは、遮断効が及ぶ範囲で（遮断効により保
護される範囲で）承継人と相手方との間の法律関係が不可争になることであり、したがって、その法
律関係についての判断に既判力が生ずるということと同義である。もっとも、その判断は裁判所によ
りまだなされていないので、ここでは「判断」の概念の拡張が必要となる。すなわち、既判力は、本
来は、裁判所がした判断に生ずるものであるが、既判力の拡張が問題になる場合には、既判力の生ず
る「判断」中には、「なされるべき判断」も含まれる。そして、現実に問題となるのは、控訴におい
て承継人がなす主張（通常は、承継人の相手方に対する請求あるいは相手方の承継人に対する請求に
含まれる権利主張（狭義の請求））の当否であり、その権利主張が既判力の拡張により不可争になる
か否か、逆に言えば、口頭弁論終結後に承継があったことにより争いうるものになることの当否であ
る。そこで、以下では、「なされるべき判断」を包摂する言葉として「主張」の語も適宜に用いるこ
とにする。なお、既判力の承継人への拡張の場面では、承継人の独自の主張は、既判力の拡張により
遮断されないことにも注意する必要がある。

では、どのような判断に既判力が拡張されるのか、あるいはどのような事項について主張が遮断され
あるいは遮断されないのか。それは、承継人への既判力の拡張の根拠（許容性と必要性）により規定
されることである。［長谷部*2017c］は、前述のように、被承継人の不熱心な訴訟追行の結果を承継
人に押しつけるべきでないとし、被承継人の不出頭の結果自白が擬制された事項の遮断効は被承継人
には及ばないとする。それは、判決効の拡張の根拠付けの枠組みの中では、許容性の中に位置づけら
れる考慮事項であるが、この講義では、そこまで考慮する必要はないとしておこう（被承継人の訴訟
追行の熱心さは、相手方が関知しない事柄であり、訴訟追行に不熱心であったことは拡張の必要性を
低下させない。許容性の視点から言えば、口頭弁論終結後の承継人は、被承継人が熱心に訴訟を追行
したか否かを確認する機会を通常は有するし、確認できなかったとしても、そのことから生ずる不利
益は被承継人から回復すべきであり、遮断効の排除という形で相手方に不利益を負わせるべきではな
いとは思われるからである）。以上のことを前提にして、前訴判決の既判力がＺにどのように拡張さ
れるかを見てみよう。この拡張は、次のように2段階にわけて考察するとわかりやすい。

既判
力

Ｙは、ＸがＹに対して建物収去土地明渡請求権を有するとの裁判所の判断に拘束され、その
判断を既判力の標準時前の事由で争うことを禁止される。

第1
段の
拡張

Ｚは、

a. ＸがＹに対して建物収去土地明渡請求権を有するとの裁判所の判断に拘束され、
b. その判断を既判力の標準時前の事由（例えば、前訴の口頭弁論終結時に、Ｘが土地所
有権を有していないこと、あるいは、Ｙが借地権を有していたこと）で争うことを禁
止される。

第2
段の
拡張

Ｚは、

a. ＸがＺに対して建物収去土地明渡請求権を有するとの主張（Ｘの所有地にＺが無権原
で建物を所有しているという事実によりＺがＸに対して建物収去土地明渡義務を原始
的に負っているとの主張）を、

b. 既判力の標準時前の事由（例えば、前訴の口頭弁論終結時に、Ｘが土地所有権を有し
ていないこと、あるいは、Ｙが借地権を有していたこと（それを口頭弁論終結後にＺ
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記述要素の発生時期

前　訴　（α）

が承継したこと））

で争うことを禁止される。

既判力の特定承継人への拡張は、執行力の拡張との対比で、次のように説明されることがある：

「既判力拡張ならば承継人は既判力をもって確定された他人間の権利義務の存否を争えないだ
けである」（［中野*1994a10］232頁 ）。

しかし、これは、第1段の拡張を述べているにすぎない。114条1項3号の規定による既判力の拡張
は、第2段の拡張まで含むものと解すべきである。それを前提にすると、次のように言うほうがよ
い：

「前主が相手方との間で既判力ある判断を争うために主張することを遮断されるような事項
は、承継人も前主と同じく主張することができない」（［中野*1994a10］225頁）。

（ｃ）上記の例において、ＹがＸのＹに対する明渡請求権を争うために前訴の既判力の標準時にＸが
土地の所有権を有していなかったと主張することは許されないが（遮断効）、Ｘの所有権自体が確定
されているわけではない。Ｙは、別の請求（例えばＹのＸに対する所有権確認請求）の訴訟におい
て、前訴判決の既判力の標準時において係争物の所有者はＹであってＸではないと主張することは許
される（［中野*1994a10］226頁）。

（ｄ）以上の既判力拡張のルールを、既判力拡張の必要性を取り込む形で説明すると次のようにな
る：

既判力により確定された勝訴者の法的地位は、敗訴者の承継人によっても尊重される必要があ
り、承継人は、彼の当該法的地位に基づく自己に対する法律関係の主張を前訴の口頭弁論終結
前の事由でもって争うことを禁止される。
既判力により確定された勝訴者の法的地位は、それが他に承継された後でも敗訴者によって尊
重される必要があり、敗訴者は、承継人の当該法的地位に基づく自己に対する法律関係の主張
を前訴の口頭弁論終結前の事由でもって争うことを禁止される。

この二つを一つにまとめると、

既判力により確定された法的地位（判決により承認された利益）は、当事者の承継人との関係
でも尊重されるべきであり、承継人又は相手方は、その法的地位に基づく自己に対する法律関
係の主張を前訴の口頭弁論終結前の事由で争うことを禁止される。

特定承継人の範囲（２）──占有のみの承継がある場合
例えば、ＸがＹに対してＹの占有する物の引渡請求訴訟を提起し、その認容判決が確定した後でその
執行前に、ＺもＹに対してその物の所有権を主張し、ＹがＺに目的物を引き渡した場合には、占有権
原の承継はないが、それでもＹからＺへの占有の移転はあるといってよい（Ｚからみれば、Ｙによっ
て奪取された占有が任意に返還されたことになる）。この場合にも、既判力拡張を基礎づける承継関
係があると評価すべきかは、次の（３）の場合とのバランスで迷うところであるが、この講義では肯
定しておこう。ただし、この場合の既判力拡張の効果は、後述のように、それほど大きくない。

特定承継人の範囲（３）──承継人に該当しない場合
例えば、ＹがＺ所有の空家に無断で入り込んで占有している場合に、Ｘがその不動産の所有権を主張
してＹに対して明渡請求の訴え提起し、その認容判決が確定した後でその執行前に、Ｙが任意にその
不動産から退去し、その後にＺがその建物に居住したとしよう。この場合には、その建物の占有権原
の承継も、占有の承継もない。このような場合には、ＸのＹに対する明渡請求を認容する判決の既判
力をＺに拡張することを根拠づけるに足る承継関係がＹＺ間にあるとはいえない。

既判力拡張の効果──どのような承継があればどの主張が遮断されるのか
形式説にたつと、ある者が訴訟当事者の一方の承継人であると述べただけで
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前　訴　（α）
　↓
承　継　（β）
　↓
後　訴　（γ）（δ）

は、その者の法的地位の記述としては、不完全になる。その記述のために
は、（α）前訴判決でどのような権利関係が確定されたのか、及び、（β）
確定された権利関係に関係する要素についてどのような承継があったのか、
の2点をいわば前提条件として述べ、次に、（γ）相手方と承継人との間の
どのような権利主張について、（δ）どのような主張が前訴判決の既判力に
より遮断されるかを明らかにすることが必要となる。ただ、通常は、（α）と（γ）とが一致する事
例が問題となるので、（γ）は相対的に重要でない。しかし、それでも多数の組合せが生ずる。いく
つかの事例を検討しよう。以下では、純粋に既判力の視点から説明する。いくつかの設例では、紛争
の蒸返しの禁止の法理により最終的な結論が修正される余地があるが、ここでは立ち入らない。

（ａ）訴訟物たる権利自体を承継した者が承継人の典型例である。例：貸金返還請求訴訟における当
該債権の譲受人；所有権確認請求における係争物の譲受人など。

このように係争権利（又は係争義務）そのものを承継した者は、

1. 前主が敗訴した場合には、前主が主張することを遮断される事由をその権利の存在のために主
張することを禁止される。

2. 前主が勝訴した場合には、相手方が前主に対して主張することを遮断される事由をもって承継
した権利の存在を攻撃されることはないという保護を受ける。

3. 上記のいずれの場合であっても、既判力の標準時後の事由の主張は、相手方も承継人も遮断さ
れることはない。

（ａ'）免責的債務引受人（併存的債務引受人については否定説が有力である）のような義務承継につ
いても、同様である。

1. 前主が敗訴した場合には、前主が主張することを遮断される事由をもってその義務の不存在の
主張することを禁止される。

2. 前主が勝訴した場合には、相手方が前主に対して主張することを遮断される事由をもって承継
した義務の不存在を攻撃されることはないという保護を受ける。

3. 上記のいずれの場合であっても、既判力の標準時後の事由の主張は、相手方も承継人も遮断さ
れることはない。

（ｂ）訴訟物たる権利義務自体が承継された場合でなくても、相手方・被承継人間の法律関係につい
ての判断の既判力（拘束力）を承継人に及ぼすことを正当化するだけの承継関係が存在する場合に
は、既判力を承継人に拡張すべきである。

Ｙ←（建物収去・土地明渡し）─Ｘ
｜　　　　　　　　　　　　　勝訴
｜建物譲渡
｜
▽
Ｚ

Ｚは建物の所有権を承継取得したが、明渡義務まで承継取得し
たと見ることはできない（そのように見ることは、Ｚの通常の
意思に反する）。明渡義務は、Ｚが建物所有者になったことに
より原始的に発生すると考えるのが適切である。しかし、Ｚ
は、建物の譲受けによりＸＹ間の紛争における紛争主体たる地
位をＹから承継したということができ、ＺはＹの承継人にあた
る。

Ｚは、口頭弁論終結時において本件土地の所有権がＸにあるこ
と、Ｙが土地の占有権原を有しないことを争うことによりＸの
Ｚに対する建物収去土地明渡請求権を争うことができない。

Ｙ←（建物収去・土地明渡請求）─Ｘ
｜　　　　　　　　　　　　　　勝訴
｜建物の賃貸借契約
｜建物の占有移転
▽
Ｚ借家人

この場合にも、ＺはＹの承継人となる。

Ｚは、口頭弁論終結時において本件土地の所有権がＸにある
こと、Ｙが土地の占有権原を有しないことを争うことにより
ＸのＺに対する建物退去土地明渡請求権を争うことができな
い。

承継人が主張することを禁止されない事由
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　　（建物収去・
Ｘ－－土地明渡請求）－→Ｙ
勝訴　　　　　　　　　　｜建物譲渡
　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　▽
　　　　　　　　　　　　Ｚ

承継人が相手方の主張を争うために主張することを禁止されない事由を整理しておこう。説明の単純
化のために、ここでは、敗訴当事者の側に承継があった場合を取り上げる。

1. 前訴の口頭弁論終結後に生じた事由　　これは、既判力の標準時の理論により一般的に是認さ
れることである。例えば、動産の引渡請求訴訟に敗訴した被告から口頭弁論終結後にその動産
を善意取得した者は、その善意取得の事実を主張して、前訴原告の引渡請求権を争うことがで
きる。

2. 前訴の口頭弁論終結前から存在していた事由　　前訴の口頭弁論終結前から存在する事由で、
被承継人が主張しようと思えば主張することもできたものであっても、被承継人の権利に依存
しない（ａ）承継人自身の権利を基礎とする主張、及び（ｂ）第三者の権利を基礎とする主張
は、前訴判決の既判力によって遮断されない。

上記2を具体例で確認しておこう。
（ａ1）Ｙが占有する動産について、ＸのＹに対する所有権確認請求と所有権に基づく引渡請求を認
容する判決が確定した後で、その執行前に、ＺがＹのところにやってきて、その動産の真実の所有者
はＺであると主張した。Ｙは、前訴判決の存在をＺに説明したが、それにもかかわらず、Ｚが当該動
産の所有を巡る経緯を資料に基づき詳細に説明した。Ｙがその説明に納得して、当該動産をＺに引き
渡してしまった。そこで、ＸがＺに引渡請求訴訟を提起した場合に、Ｚは、前訴の口頭弁論終結時に
おいて真実の所有者はＺであってＸではないと主張して、Ｘの引渡請求権を争うことができる。なぜ
なら、（α）Ｚは、当該動産がＹからＸに引き渡された後でも、Ｘに対して自己の所有権を主張する
ことができる立場にあるからである。また、（β）Ｚは、Ｙから引渡しを受ける際に、Ｘ・Ｙ間の確
定判決の存在を知ったからといって、Ｙから引渡しを受けることを諦めるべき取引行為をＹとしてい
るわけではないからである。（γ）ＸＹ間の確定判決を知った以上は、Ｚは、Ｘに対して第三者異議
の訴え（民執法38条）を提起すべきであるということはできるが、しかし、その第三者異議訴訟にお
いて、前訴の口頭弁論終結時に所有者であるのはＺでありＸではないと主張できる立場にＺがあるこ
とに変わりはない。

このような立場にあるＺも115条1項3号の意味での承継人というべきである（執行力の拡張との関係
では別途検討が必要である）。彼は、Ｘの請求を争うために、Ｘの所有権取得の事実を否認するだけ
では足りず、自己の所有権の取得原因事実を主張・立証して初めてＸの請求の棄却判決を得ることが
できるからである。これは、ＺがＸから占有を得る前にＸが強制執行によりＹから引渡しを受け、そ
の後にＺがＸに対して引渡請求の訴えを提起する場合に、ＺはＸの所有権を争うだけでは足りず、自
己の所有権取得の原因事実を主張しなければならないことと状況が似ている。この状況を判決の執行
前に作り出す点に、ＸのＹに対する請求認容判決をＺに拡張する意味があると考えてよい。この意味
で前訴判決の既判力はＺにも及んでおり、ＺはＹの承継人であるということができる[3]。

（ａ2）右の図の場合には、Ｘの請求を認容する判決の確定後に、Ｙが次のことを主張してＸの建物
収去土地明渡請求権を争うことは、既判力により禁止される。

a. Ｙが口頭弁論終結前から土地の利用権を有しているこ
と。

b. 土地が口頭弁論終結前からＸに属していないこと（典
型的には、Ｙの所有に属しているからＸに属していな
いこと）。 ただし、後述のように、「土地が口頭弁論
終結前からＺの所有に属しているからＸの所有に属さ
ない」との主張は許される。

Ｘが建物の譲受人Ｚに対して建物収去・土地明渡請求の訴えを提起した場合に、上記の禁止効はＺに
も及ぶのが原則である。しかし、Ｚは前訴の口頭弁論終結時において敷地所有者はＺであってＸでな
いと主張することは、（α）ＺのＸに対する敷地所有権確認の反訴請求との関係で許される。前訴判
決は、敷地所有権について既判力のある判断をしていないからである（［中野*1994a10］226頁）。
その主張は、（β）ＸのＺに対する建物収去土地明渡請求との関係でも許されるべきである。なぜな
ら、建物の譲渡がなければ、Ｚが自己の土地所有権を主張することはＸ→Ｙ間の判決の既判力によっ
ては遮断されないのであり、ＺがＹの建物を譲り受けたという事実のみでＺのその主張を遮断するこ
とは正当化されないからである。また、この場合には、たとえＺがＸの土地明渡請求権を争えないと
しても、土地所有権がＸに属していることは確定していないのであるから、Ｚはそれが自己に属する
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ことを主張することができ、Ｚの土地所有権を確認する判決が確定すれば、ＺはＸに土地の再引渡し
を求めうると考えてよく、そうだとすればＺは、ＸのＺに対する建物収去土地明渡請求訴訟あるいは
ＺのＸに対する請求異議訴訟において、自己の土地所有権を主張してＸの自己に対する明渡請求権を
争うことができるとすべきだからである。換言すれば、確定判決によるＸの法的地位の強化は、もと
もとＺの土地所有権の主張の排除までは含まない。ＺがＸから借地していたとの事実の主張について
も、同様なことがあてはまる。こうした限度、前記bの点の主張制限の例外が認められる。

（ｂ）ＹがＡから賃借して占有している動産について、Ｘが自己の所有物であると主張して引渡しを
請求した場合に、Ｙは賃貸人にその旨を通知する義務がある（民法615条）。しかし、その通知をす
ることなく応訴して、Ｘの所有権を争ったが、請求が認容されたとしよう。これを知ったＡがＹとの
賃貸借契約を解除し、新規の賃借人Ｚに目的物を引き渡すようにＹに指示し、Ｙがこれに従ったとし
よう。ＸがＺに対して引渡請求の訴えを提起したときに、Ｚは、当該動産がＸの所有物であることを
単純に否認して、Ｘの引渡請求権を争うことを前訴判決により禁止される。しかし、その動産がＡの
所有物であることを主張・立証して、自己はＡからの賃借人であることを理由にＸのＺに対する引渡
請求権を争うことは許されるべきである。なぜなら、Ａは、自己の賃借人にすぎないＹの敗訴により
自己の所有権をＸに主張することを封ぜられる理由はなく、ＺはそのＡの賃借人であるから、Ａが主
張できることをＺも主張できてよいはずだからである。このことは、Ｙが目的動産をいったんＡに返
還してからＡがＺに引き渡した場合でも、ＺがＹから直接引渡しを得た場合でも、同様である。ま
た、Ｙが前訴でＡの所有権を主張していたか否かに関わらない。

適格承継説と依存関係説
既判力の拡張の基礎となる承継関係をどのように法律構成するかについては、次のような見解がある
[2]。

A. 適格承継説　　訴訟物について当事者適格ないし紛争主体たる地位を承継した者も115条1項3
号の意味での承継人にあたる（「適格承継説」ないし「紛争主体たる地位の承継説」）。

B. 依存関係説　　訴訟物たる権利関係、その基礎となっている権利関係または訴訟物たる権利関
係から派生する権利関係を承継した者（実体法上の依存関係がある者）が115条1項3号の意味
での承継人に当たるとの見解（依存関係説）も有力である。

両者の意図した結論自体は、基本的には同じであると見てよく、その意味で、両者の対立は、実質的
な対立というより、むしろ表現方法ないし説明方法（法律構成）の対立である。（α）既判力の主観
的範囲の拡張は、訴訟法上の効果であるから、その要件を訴訟法の概念を用いて設定しようとするの
は、自然なことである。適格承継説が、既判力の拡張を訴訟法上の地位の移転を基準に解決しようと
したことは是認できる。（β）訴訟は実体法上の権利関係を巡る紛争を解決するものであるから、訴
訟法上の多くの問題は、実体法上の出来事を標準にして解決されることになる。既判力の拡張の要件
の規律において、「紛争主体たる地位の承継」を要件として設定しても、その要件の主要部分は、実
体法上の権利の承継あるいは権利義務関係の承継の問題に還元して記述されることになる（実体法上
の権利の承継の問題に還元されない部分があるかどうかは、微妙である[21]）。

ともあれ、上記（α）（β）を前提にすると、次のような説明が適切と思われるる。

 

「承継人」は、当事者となる適格──「紛争主体たる地位」、あるいは、より精確に「訴訟追
行権能を基礎づける法的地位」──を伝来的に取得した者である。［中野*1994a10］225頁

設例　　ＡがＢに対しα債権（1000万円）を有し、ＢがＣに対してβ債権（800万円）を有し、Ａが
α債権の保全のためにＢに代位してＣに対してβ債権取立訴訟を提起し、勝訴判決を得た。その判決
の確定後にＸがＡからα債権を取得した。この場合に、Ｘは、ＡＣ間の訴訟における「被告Ｃは原告
Ａに対して金800万円を支払え」との判決の承継人になりうるかが問題になる。もし肯定されるので
あれば、適格承継説によれば、次のように説明されることになろう。Ｘは、α債権をＡから取得した
ことによりβ債権を巡る紛争主体たる地位をＡから承継したことになるから、Ａの承継人である。依
存関係説に従うと、どうなるか。Ｘは、Ａから訴訟物たる権利（β債権）自体やそこから派生する権
利を取得したのはなく、また、β債権の基礎となっている権利を承継したとも言い難い。したがっ
て、この場合のＸはＡの承継人に該当しないとの結論ももありえようが、おそらく、承継人に該当す
るとの結論を維持するために、「訴訟物たる権利関係等の管理処分の根拠となる権利を前主から伝来
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的に取得した者も承継人である」との説明を付加することになろう。

一般承継
115条1項3号の承継人を論ずる際に、一般承継人と特定承継人とを区別することなく、事実審の口頭
弁論終結後の承継人であれば、同号の承継人に該当するとする文献が多い（例えば、［伊藤*民訴］
469頁以下）。しかし、判決確定前に一般承継が生ずると、承継人はその時点で当事者の地位につ
き、直ちには訴訟を追行できない彼のために訴訟手続が中断するのが原則である（124条1項1号・2
号。同条2項の例外に注意）。したがって、一般承継人が115条1項3号の意味での承継人になるの
は、判決確定後に承継があった場合と考えるべきであろう。この制限はあるが、ともあれ、一般承継
人も115条1項3号の承継人に当たる。

本人が当事者となった判決の担当者等への拡張
権利義務の帰属主体である本人が追行した訴訟において下された判決の既判力は、その後にその者の
ために訴訟担当資格を得た者が追行する訴訟において、訴訟担当者にも及ぶ[13]。複数の株主が提起
する株主代表訴訟（会社の役員に対する損害賠償請求権を行使する訴えを株主が会社に代位して提起
する訴訟）が類似必要的共同訴訟であることの根拠付けのためによく用いられる論理である（株主の
受けた判決の既判力が会社に及ぶことは115条1項2号によって説明され、会社に及んだ既判力が他の
株主に及ぶことは、前記の理論により説明される）。

本人について破産手続が開始された場合も、同様である（本人が受けた判決の効力は、破産管財人が
追行する訴訟にも及ぶ）。ただし、担当者（破産管財人）の独自の抗弁（例えば、否認権）の行使は
妨げられない。また、破産法は、債権確定手続において有名義債権に対する異議の主張方法を破産者
がなすことができる訴訟手続に制限することにより、判決効が異議者等に拡張されることを認めてい
る（破産法129条）。

8.6　係争物の所持者（8.6　係争物の所持者（115条115条1項4号）1項4号）

他人の所有物を占有ないし所持する者は、次のように分類される（独立性の弱い者から強い者への順
に並べてある）。係争物の所持者は、このうちのbである[4]。

a. 占有補助者（所持機関）　　占有者の家族、未成年者・成年被後見人の占有物を管理する法定
代理人、法人の占有物を所持する代表者・従業員など。これらの者は独立の占有を有しないと
考えられており、占有者本人に対する引渡・明渡判決で、これらの者の占有も排除できる。

b. 他人のための所持者（115条1項4号、民執23条3項）　　受寄者（荷物を預かった隣人）、管
理人など。なお、留守番もこの一例として挙げられることが多いが、短期の留守番は占有補助
者とみる方がよい。

c. 自己の利益のために占有する者　　賃借人、質権者など。これらの者は、4号の所持者にはあ
たらない。これらの者の占有を排除するには、これらの者を直接の当事者とする独立の債務名
義が必要である。

他人のための所持者は、目的物に独自の利害関係をもっているわけではないので、他人（本人）に対
する判決の効力を拡張される（既判力について115条1項4号、執行力について民執法23条3項）
[24]。

8.7　訴訟脱退者8.7　訴訟脱退者

独立当事者参加訴訟（47条）からの脱退者にも判決の効力が及ぶ（48条）。その意味については見解
が分かれているが、次のように考えるのが明快である：脱退者は自己が関係する請求について裁判の
基礎資料の提出を残存当事者に委ね、裁判所は脱退者が脱退前に提出した資料および残存当事者が提
出した資料に基づきその請求について判決し、脱退者は判決の名宛人になり、判決の効力はその名宛
人たる脱退者にも及ぶ（井上説）。独立当事者参加の項を参照。

練習問題練習問題

（Ｑ1）ＹがＸから建物を賃借していたが、賃料不払により賃貸借契約を
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Ｙ←（建物明渡請求）─Ｘ
∥　　　　　　　　　勝訴
∥
∥
▽
Ｚ現在の占有者

解除され、その判決の口頭弁論終結後にＹが任意に立ち退いた後で、Ｚ
が不法占拠を開始した場合に、Ｚは、115条1項3号の意味でＹの承継人
と言えるか。

（Ｑ2）ＹがＺから賃借している建物について、Ｘが真の所有者であると
主張して明渡請求の訴えを提起した。請求認容判決が確定した後で、Ｙ
は賃貸借契約を合意解除し、建物の鍵をＺに引き渡すのと引き換えに敷
金の返還を受けて、建物を立ち退いた。Ｚは、115条1項3号の意味でＹ
の承継人と言えるか。

著作権の管理のために著作者が著作権を著作権管理団体に信託的に譲渡した。（α） 譲渡前に著作
者が受けた敗訴判決の既判力は、管理団体に及ぶか。（β）管理団体が受けた敗訴判決（例えば、著
作権料支払請求棄却判決）の既判力は、著作者に及ぶか。

ヒント：（α）の場合については、下記の判決のような事案を想定している（ただし、既判力の拡張
が問題となった事案ではない）。

著作者が受けた判決　　東京高等裁判所 平成１４年９月６日 第１３民事部 判決（平成１２
年（ネ）第１５１６号）
著作権管理団体に対する訴訟　　東京地方裁判所 平成１５年１２月２６日 民事第４７部 判
決（平成１５年（ワ）第８３５６号）。

（β）については、事案を適当に想定すること。

9　その他の拡張9　その他の拡張

文　献

［福永*2000a］＝福永有利「占有移転禁止仮処分による当事者肯定効」（『原井龍一郎先生古稀祝
賀・改革期の民事手続法』（法律文化社、2000年2月25日）547頁－570頁

9.1　115条以外の規定による判決効の拡張9.1　115条以外の規定による判決効の拡張

115条所定の場合以外にも、訴訟物たる権利関係の特性に応じて、判決効が拡張される。

破産債権確定訴訟（破産法131条）
執行債権者による取立訴訟（民執157条3項）
身分関係訴訟（人訴24条）
会社の組織に関する訴訟の認容判決（会社法838条[23]）　　認容判決だけが拡張されるとさ
れていることに注意。

人訴24条の規定による拡張
人の身分関係は、社会生活の基礎となる重要事項であるので、その法律関係が万人との関係で画一的
に定まることが必要である。そこで、重要な利害関係を有する者には訴訟に関与する機会を保障して
判決効を及ぼし、それ以外の者には訴訟に関与しなくても判決効を及ぼすのが妥当である。

（ａ）訴訟関与の機会の保障　　12条が被告適格を法定している。例えば、第三者[16]が提起する婚
姻取消訴訟においては、夫婦を被告としなければならない。また、検察官を被告とする人事訴訟にお
いては、訴訟の結果により相続権を害される第三者には共同訴訟的補助参加の機会が与えられている
（人訴15条）。

（ｂ）重要な利害関係人が訴訟に関与しなかった場合　　これは、場合分けをする必要がある。

当事者となるべき者が当事者となっていない場合　　訴えは却下される。婚姻取消訴訟におい
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て、第三者が夫または妻の名をかたって訴訟を追行し、訴えが却下されることなく判決が確定
した場合には、再審の訴えにより取り消されうる（338条1項3号の類推適用。当事者の確定に
ついて訴状記載説をとった場合にはそうなる。他の見解を前提にすれば、別の結論となる）。
第三者が提起する婚姻無効確認訴訟において、生存中の夫婦の一方が死亡していると誤認され
て、その者が当事者となることなく請求認容判決が確定した場合も、同様に再審の訴えによる
ことを原則としてよいであろう[14]。
共同訴訟的補助参加をなしうる者が補助参加しなかった場合でも、判決効はその者にも及ぶ
[15]。
重婚を理由とする後婚の取消請求が棄却されると、後婚は重婚でないことが確定する。しか
し、前婚の配偶者が訴訟に参加していない場合には、この者はなお後婚の取消を求めることが
できるとしなければならないので、この者にはこの判決の効力は及ばない（人訴24条2項）。

仮処分の当事者恒定効の一部としての既判力拡張
当事者恒定のための仮処分がなされると、その後に仮処分債務者から係争中の権利義務関係を承継し
た者等にも、仮処分債務者に対する給付判決の執行力が拡張されることが原則となる（民事保全法58
条2項・3項・4項・61条・62条1項・64条）。この場合に、執行力の拡張の裏付けとして既判力も拡
張されるのかについては、見解の対立がある（肯定説にたった場合には、拡張される既判力の内容に
ついても議論が生ずる）（［福永*2000a］参照）。 

当事者恒定のための仮処分は、基本的に、執行力の拡張により仮処分債権者を保護する制度であり、
執行力が拡張されればその目的を達することができる。既判力まで拡張すると第三者の利益を不当に
害するおそれが高くなる。特別の事情のない限り、第三者には真実の権利関係の主張を許すべきであ
り、既判力は拡張されないと考えるべきである。その前提があってこそ、執行力の拡張が肯定されや
すくなるのである。

9.2　判決の構成要件的効力9.2　判決の構成要件的効力

実体法の規範において、（確定）判決の存在が構成要件の中に取り込まれている場合がある。その場
合には、その規範で定められた法律効果の法律効果は、判決によって生ずる効力とみることができ、
これを判決の構成要件的効力という。 次述の反射効も構成要件的一種と見られているが、議論すべき
点が多いので、ここでは、それ以外の明文の規定のあるものを取り上げる。

当事者間で生ずるもの

民法174条の2　　確定判決によって確定した権利の消滅時効期間は、10年より短い時効期間
の定めがあるものであっても、10年に伸張される（10年より長い期間の定めのある権利の消
滅時効期間は、その長い期間のままである）。

当事者の一方と第三者との関係で生ずもの

民法459条1項（新460条3号）　　受託保証人が債権者からの保証債務履行請求訴訟で過失な
く敗訴判決（典型例は敗訴の確定判決）を受けると、主債務者に対して事前求償権を行使する
ことができる。
国税通則法23条2項1号　　納税者が納税申告書を提出して納税したところ、その後に、課税
標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決により、その事実が
当該計算の基礎としたところと異なることが確定した場合等には、その確定した日の翌日から
起算して２月以内に、税務署長に対し、課税標準等又は税額等更正の請求をすることができ
る。判決による確定が必要不可欠というわけではない（同条2項2号・3号参照）という点で、
若干のためらいはあるが、ともあれ、判決により確定されれば更正の請求ができるようになる
のであるから、これも構成要件的効力に含めてよいであろう。

9.3　反射効9.3　反射効

意義
第三者が直接に判決の既判力を受けるわけではないが、既判力のある判決の存在が当事者と特殊な関
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係（依存関係）にある第三者に反射的に有利または不利な影響を及ぼしてよい場合がある。判決のこ
の影響力を法的な拘束力として肯定する立場に立った場合に、その拘束力を反射効という[CL1]。
Ｘ─（貸金返還請求）→Ａ
　　　　　　　　　　主債務者
　　請求棄却判決確定

Ｘ─（保証債務履行請求）→Ｙ
　　　　　　　　　　　　保証人

主債務が存在しなければ、保証債務も存在しない（附従性）。

主債務の不存在について、保証人が主債務者勝訴判決を援用すれ
ば、前訴で敗訴判決を受けた債権者はもはやそれを争うことがで
きないとするのが、反射効肯定説。

反射効は、ある法律関係が既判力を以て確定されたことの法律要件的効果であると説明される[11]。
反射効を肯定するか否かについては、見解が分かれている[5]。判例は、反射効を認めることに消極的
である。 しかし、一般論としては肯定すべきである（どのように要件設定するかの問題は残るが、上
記の設例の場合のように、肯定されるべき場合は存在する）。

否定説を採る場合でも、上記の設例において、ＸＹ間の訴訟においてＡがＹ側に補助参加したとき
は、Ｘは前訴判決の既判力ある判断と矛盾する主張をすることができないとすべきである。

既判力と反射効とが矛盾する場合
例えば、保証人敗訴判決の後で主債務者勝訴判決が確定した場合に、保証人は主債務者勝訴判決を援
用して保証債務の不存在を主張することができるであろうか。
(1)　Ｘ──→Ｙ　　認容判決確定
　債権者　　　保証人

(2)　Ｘ──→Ａ　　棄却判決確定
　　　　　主債務者

(3)　Ｙ──→Ｘ　　請求異議の訴え
　　　　　　　　（民執35条）

(2)訴訟において、主債務の成立が否定された。

(3)の訴訟において、Ｙは(2)の判決（主債務の存在を否定する判
決）を援用できるか。

最判昭和51.10.21民集30-9-903頁［百選*1998b］156事件は、次のように判示して援用を認めな
かった。「一般に保証人が債権者からの保証債務履行訴訟において、主債務者勝訴判決を援用するこ
とにより保証人勝訴の判決を導きうると解せられるにしても、保証人がすでに保証人敗訴の確定判決
を受けているときは、保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定しても、同判決が保証人
敗訴の確定判決の基礎となった事実審口頭弁論終結の時までに生じた事実を理由としてされている以
上、保証人は右主債務者勝訴の確定判決を保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にする余地
はないものと解すべきである。」

この結論は、次のように正当化してよいであろう。Ｙは、Ａの補助参加を得てＸの請求を棄却する判
決を得る余地もあったが、そうすることなく敗訴したのはＹの意思に基づく訴訟の処分の結果であ
る。Ｙのこの訴訟処分の結果Ｘが確保した利益をＹがＡ勝訴判決を援用してＸから奪うことができる
としたのでは、Ｘの地位が不当に不安定になる。Ｙは、第１訴訟において、Ａの補助参加を促すとと
もに、求償権を確保するために、訴訟告知をすべきであった。 

反射効が認められない場合
(1)Ｘ─（土地明渡請求）→Ａ
地主　　　　　　　　　借地人

(2)Ｘ─（建物収去土地明渡請求）→Ｂ
　　　　Ｘ勝訴判決確定　　　転借地人

(3)Ｘ─（建物退去・土地明渡し）→Ｙ
　　　　　　　　　　　　Ｙが(2)訴訟の
　　　　　　　　　　 口頭弁論終結前に
　　　　　　　　　　　Ｂから建物を賃借

借家人Ｙの法的地位は、家主Ｂの有する法的地位を基礎
とし、これに附随してのみ成立する。(2)訴訟の確定判決
は、(3)訴訟でＹに不利な拘束力を持ちうるか。

(3)訴訟の上告審である最判昭和31.7.20民集10-8-965は、反射効を否定し、(2)訴訟の判決が存在する
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場合でも、(3)訴訟の裁判所はＢの転借権が消滅したか否かをあらためて審理し認定すべきであるとし
た。反射効を肯定する学説の多くもこの場合には反射効を否定する[6]。Ｙに不利な形でＸ・Ｂ間の法
律関係が判決により確定された場合であり、その訴訟に関与する機会がＹに与えられていなかったか
らである。

反射効が認められなかった場合

交通事故の遺族
Ｘ─（損害賠償請求）→Ｅ（運行供用者）
　└（損害賠償請求）→国（道路管理者）

Ｘは、Ｅと国との共同不法行為を主張して、損害賠償請
求の訴えを提起した。被告Ｅと国は、不真正連帯債務者
になるが（民法719条1項）、通常共同訴訟（民訴法39
条）である。

第一審において、 Ｅが物損の賠償請求権を主張し、 Ｘ主
張の物損の賠償請求権と相殺する旨の抗弁を提出した
が、国はこれを援用しなかった。

第一審は、Ｘ→Ｅ請求についてのみ相殺を認め、Ｘ・Ｅ
間の判決が確定した。
国が控訴し、控訴審がＥの自働債権額額を認定すること
なく、Ｘ・Ｅ間の判決の存在に基づいて損害賠償額の相
殺による消滅を認める。

Ｘが上告。

最高裁判所 昭和５３年３月２３日 第１小法廷 判決は、次のように判示した：不真正連帯債務者中の
一人と債権者との間の確定判決は、他の債務者にその効力を及ぼすものではなく、このことは、民訴
法199条2項（現114条2項）により確定判決の既判力が相殺のために主張された反対債権の存否につ
いて生ずる場合においても同様であると解すべきである。したがって、控訴審がＥ主張の自働債権の
損害を確定することなく、原告・Ｅ間でＥの相殺を認める判決が確定していることのみを認定して、
国の債務もＥの相殺により一部消滅していると判断したことは違法である。破棄差戻し。

既判力との差異
このように最高裁は、反射効を認めることに消極的であるが、反射効が肯定されることを前提にする
と、これと既判力との間には次のように差異が認められる。

既判力は職権調査事項だが、反射効は当事者の主張を要する。その根拠付けのために、次のよ
うな説明がなされる：既判力は、訴訟上の効力であって、既判力をもって確定された権利関係
を争うことを訴訟上禁止するだけである；これに対し、反射効は、権利関係（例えば、保証債
務履行請求権）を基礎づけるのに役立つ事由（実体法上の依存関係のある事由。例えば、主債
務の存在）を主張することを実体法上も制約する実体法上の効果である。
既判力を受ける者は共同訴訟的補助参加をなしうるが、反射効を受ける者は通常の補助参加し
かなしえない。
馴合訴訟の場合に、既判力を受ける者はこれを理由に判決の無効を主張しえないが、反射効を
受ける者は反射効が及ぶことを排除できる。
既判力拡張は執行力拡張を伴うのが通常であるが（民訴法115条と民執法23条）、反射効は執
行力拡張を伴わない。
既判力は第三者に有利にも不利にも拡張されるが、反射効では依存関係の態様に応じて有利ま
たは不利に拡張される。

［←｜ 目次｜文献略語 ｜→］ 
1999年12月23日－2016年9月12日
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